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－  2  － 

15ｍ 

地
　
　
　
区
　
　
　
整
　
　
　
備
　
　
　
計
　
　
　
画 

建
　
築
　
物
　
等
　
に
　
関
　
す
　
る
　
事
　
項 

180㎡ 

（ただし、既に、180㎡未満の敷地となっている場合は、敷地を分割しない限り建築物を建てられる。） 

　道路境界線及び隣地境界線から壁面又はこれらに代わる柱の面までの距離の最低限度は、1.0mと

する。 

　建築物等の外壁の色はグレー、茶系などを基調とし、屋根の色は黒、グレーなどを基調とした落ち

着いた色調とするとともに、形態及び意匠は都市景観形成上支障のないものとする。 

　建築物等に付属する自己の用に供する広告物で、次に該当するもの以外は、表示または設置しては

ならない。 

1．色彩、装飾、大きさなどにより美観風致を損なわず周辺の眺望、景観などと調和し都市景観形成

上支障のないもので軒高以下とし、広告物を壁面に設置するもの。 

2．高さ3ｍ以下かつ幅1ｍ以下の独立広告塔 

　道路に面して垣又はさくを設ける場合は、次のようにする。 

1．生け垣を基本とする。ただし、いぶき類は植えてはならない。 

2．コンクリートブロック、れんが、石積等は、高さ60cm以下とする。ただし、透視可能なフェン

スまたは植樹を組み合わせた場合は、全体高さが1.5ｍ以下とすることができる。 

建 築 物 等 の  

敷 地 面 積 の  

最 低 限 度  

建 築 物 等 の  

壁 面 の 位 置  

の 　 制 　 限  

建 築 物 等 の 

高 　 さ 　 の  

最 高 限 度 

垣又はさくの 

構 造 の 制 限 

建 築 物 等 の  

形 態 又 は  

意 匠 の 制 限  

一般住宅地区 沿道地区 地区の細区分 

●直江地区　地区計画は、平成6年11月1日に都市計画決定しました。 



隣
地
境
界
線
 

道
路
境
界
線
 

道路 

1.0m

1.0m

基準時に 

250m
2

150m
2

違反建築物 

となります。 

100m
2

建築できません。 

  基準時に敷地 

（空き地）が 

250m
2

180m
2

建築できます。 

70m
2

建築できません。 

直江地区　地区計画の説明 直江地区　地区計画の説明 

建築物等の用途の制限 
　建築物の用途の混在を防ぎ、良好な住宅地の形成のため、それぞれの地区の特性に合わせて、用途
の制限が定められています。地区整備計画の内容をご覧下さい。 

建築物等の敷地面積の最低限度 
　敷地の細分化を防ぐとともに、日照・通風及び落雪・たい雪スペースの確保など良好な居住空間を
守るため、敷地面積の最低限度は180㎡と定められています。 
　建築物等を建てるには、180㎡以上でなくてはなりません。ただし、基準時（地区計画が都市計画
決定された日）以前に、180㎡未満である敷地については、この制限は適用されません。 

敷地を分割する場合の例 

－  3  － 

建築物等の壁面の位置の制限 

　快適でゆとりをもった住宅地とするためには、建物の過度の建てづまりを防ぎ、日照・通風及び落

雪・たい雪スペースの確保、あるいは「みどり」の空間を生むために、道路や隣地境界線から後退し

て建てたり、空き地をとって建てることが必要です。 

　道路及び隣地の境界線から1.0ｍ以上後退しなくてはなりません。 

（注）後退距離1.0ｍは、建築物等の壁面又はこれらに代わる柱の面までの距離であり、壁や柱の芯

までの距離ではありません。 

1.0m

1.0m

1.0m

1.0m 壁
面
の
後
退
線
 

隣地境界線 

道路 

1.0m

壁面の後退線 
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道路 

道
路
境
界
線
 

道路 

道
路
境
界
線
 

コンクリートブロック、 
れんが、石積等 

1.5m以下 

0.6m以下 

1.0m以上 1.0m以上 

垣又はさくの構造の制限 

　緑豊かなまちなみを形成するため、道路に面する部分について、防災上や景観上も好ましくないブ

ロック塀等の使用が制限されています。 

生　　垣 コンクリートブロック等＋生垣 コンクリートブロック等＋フェンス 

道路 

道
路
境
界
線
 

コンクリートブロック、 
れんが、石積等 

1.5m以下 

0.6m以下 

透視可能なフェンス 

1.0m以上 

－  5  － 


